
 

１ 

 

岩見沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の  

運営に関する基準を定める条例及び岩見沢市家庭的保育  

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部  

を改正する条例の概要  

 

第１  改正の趣旨  

 (1) 岩見沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正（第 1 条関係）  

   児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）による特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う。 

 (2) 岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正（第２条関係）  

   児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令（令和７年内閣府令第

８２号）による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等の一部改

正に伴い、所要の規定の整備を行う。  

 

第２  改正の内容  

 (1) 岩見沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正（第 1 条関係）  

   保育所等の職員による虐待に関する通報義務等を加える。（第２５条）  

保育内容支援に係る連携協力について、一定の要件を満たした場合は、

当該連携施設を確保しないことができることとする。（第４２条）  

代替保育に係る連携協力について、市町村長は、代替保育の提供に係る

連携施設の確保が困難であると認める場合において、家庭的保育事業者等

による連携協力を行う者の確保の促進のために必要な措置を講じてもな

お当該者の確保が著しく困難であると認めるときは、代替保育に係る連携

施設を確保しないこととすることができることとする。（第４２条）  

連携施設経過措置を５年間延長し、１５年を経過する日とする。（附則

第５条）  

 (2) 岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正（第２条関係）  

保育内容支援に係る連携協力について、一定の要件を満たした場合は、

当該連携施設を確保しないことができることとする。（第６条）  

代替保育に係る連携協力について、市町村長は、代替保育の提供に係る
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連携施設の確保が困難であると認める場合において、家庭的保育事業者等

による連携協力を行う者の確保の促進のために必要な措置を講じてもな

お当該者の確保が著しく困難であると認めるときは、代替保育に係る連携

施設を確保しないこととすることができることとする。（第６条）  

保育所等の職員による虐待に関する通報義務等を加える。（第１２条）  

乳幼児健康診査の内容が保育所等の健康診断の全部又は一部に相当する

と認められるときは、当該健康診断の全部又は一部を行わないことができ

ることとする。この場合において、保育所等の長等は、その乳幼児健康診

査の結果を把握しなければならないこととする。（第１７条）  

国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度

化し、登録した都道府県等においてのみ保育士として業務を行うことがで

き、登録後３年経過し一定の勤務経験がある場合には、通常の保育士とし

て当該都道府県等以外でも業務を行うことが可能な資格制度を加える。（第

２３条、第２９条、第３１条、第４４条、第４７条）  

連携施設経過措置を５年間延長し、１５年を経過する日とする。（附則第

３条）  

 

第３  施行期日  

公布の日  
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岩見沢市条例第４４号  

 

岩見沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例及び岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

  令和  ７  年１２月２２日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の  

運営に関する基準を定める条例及び岩見沢市家庭的保育  

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部  

を改正する条例  

 

（岩見沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正）  

第１条  岩見沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年条例第２３号）の一部を次のように改正する。  

  第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保

連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こど

も園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員に

あっては、学校教育法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２

７条の２第１項各号）」に改める。  

  第３７条第１項中「第４２条第３項第１号」を「第４２条第３項」に、「同

号」を「第４２条第３項」に改める。  

第４２条第１項各号列記以外の部分中「第５項」を「第７項」に改め、同

項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施

する」に改め、同項第３号中「第４項第１号」を「第６項第１号」に改め、

同条第２項及び第３項を次のように改める。  
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２  市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要

件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないことと

することができる。  

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保する

こと。  

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。  

   ア  特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。  

   イ  保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。  

３  前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小

規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事

項に係る連携協力を行うものをいう。  

  第４２条中第９項を第１１項とし、第４項から第８項までを２項づつ繰り

下げ、第３項の次に次の２項加える。  

４  市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件のいずれ

かを満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないこととすることがで

きる。  

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合

には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。  

  ア  特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役  

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。  

  イ  代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす  

るための措置が講じられていること。  

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促

進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が

著しく困難であること。  
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５  前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるものをいう。  

(1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所

（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所におい

て代替保育が提供される場合  小規模保育事業Ａ型事業者等  

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合  事業の規模等を

勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認め

る者  

  附則第５条中「１０年」を「１５年」に改める。  

（岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正）  

第２条  岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第２４号）の一部を次のように改正する。  

第６条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」とい

う。）を実施する」に改め、同項第３号中「第４項第１号」を「第６項第１号」

に改め、同条第２項及び第３項を次のように改める。  

２  市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件

の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととす

ることができる。  

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保するこ

と。  

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。  

   ア  家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの          

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。  

   イ  保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。  

３  前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する小規模保

育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者
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（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、

第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。  

  第６条中第５項を第７項とし、第４項を第６項とし、第３項の次に次の２

項を加える。  

４  市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のい

ずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないこととすること

ができる。  

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合に

は、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。  

ア  家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。  

イ  代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。  

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進

のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著

しく困難であること。  

５  前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるものをいう。  

(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業を行う場所又は事業所（次号に

おいて「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保

育が提供される場合  小規模保育事業Ａ型事業者等  

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合  事業の規模等を

勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認め

る者  

 第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

める。  

 第１７条第２項を次のように改める。  

２  家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
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る健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１

２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下

この項において「健康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健

康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当す

ると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わない

ことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表

の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。  

児童相談所等における乳児又は幼児

（以下「乳幼児」という。）の利用開

始前の健康診断  

利用乳幼児に対する利用開始前の健

康診断  

乳幼児に対する健康診査  利用乳幼児に対する利用開始時の健

康診断、定期の健康診断又は臨時の

健康診断  

第２３条第２項中「保育士」を「保育士（法第１８条の２７第１項に規定

する認定地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）の区域内にある

家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の

区域に係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士（以下「地域限定保

育士」という。））」に改める。  

第２９条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある小

規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に

係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。  

第３１条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある小

規模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に

係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。  

第４４条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある保

育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の

区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。  

第４７条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある小

規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の

区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。  
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附則第３条中「１０年」を「１５年」に改める。  

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 


